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第１節 計画の目的と構成 
＜災害対策基本法改正＞ 

第１ 計画の目的  

この計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある風水害等の災害

に対処するため、災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興対策に関し、名取市と、

宮城県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等（以下「防災関係機関」と

いう。）が処理すべき事務又は業務の大綱等を定めることにより、風水害等の防災対策を総合

的かつ計画的に推進し、市民の生命、身体、財産を保護し、被害を軽減することを目的とす

る。 

また、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、

被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても

人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざま

な対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめていく。 

第２ 計画の性格  

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づく「名取市

地域防災計画」の「風水害等災害対策編」として、名取市防災会議が策定する計画であり、

名取市の地域における風水害等の防災対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有するもの

である。 

また、この計画は、防災関係機関がとるべき風水害等防災対策の基本的事項及びこれら関

係機関相互の緊密な連絡調整を図るために必要な、基本的大綱を示すものであり、防災関係

機関は、この計画に基づき具体的な計画を定め、その推進を図る。 

市では、住民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」そして国や

地方公共団体等行政の施策としての「公助」が適切に役割分担されている防災協働社会の形

成による減災の観点にたち、風水害等の防災対策を推進する。 

さらに、防災機関間、住民等の間、住民等と行政の間で防災情報が共有できるよう必要な

措置を講ずる。 

第３ 計画の修正  

＜東日本大震災の教訓＞ 

この計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき毎年検討を加え、必要があると認める

ときは修正し、風水害等の防災対策の確立に万全を期する。今回の修正においては、東日本

大震災の教訓を盛り込んだ修正を加えた。 

第４ 計画の構成  

１ 本計画は、本編と資料編で構成する。 

２ 本編の構成は次のとおりとする。 

第１章 総則 

第２章 災害予防対策 

第３章 災害応急対策 
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第４章 災害復旧・復興対策 

３ 他編の準用と読替え 

名取市地域防災計画地震災害対策編（以下「地震編」という。）を準用する場合には、別に

定める場合を除き、必要に応じて、以下のとおり適宜読み替える。 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 基本方針 

地震編 第１章 第１節の「第６ 基本方針」を準用する。 

 

 

読み替えられる字句 読み替える字句 

地震 災害 

地震災害 災害 

地震・津波 災害 

地震・津波災害 災害 

震災 災害 

耐震化 安全化 
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第２節 各機関の役割と業務大綱 

 

各機関の役割と業務大綱については、地震編 第１章「第２節 各機関の役割と業務大綱」を

準用する。
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